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「地域の人と人のつながりに関する
意識調査」にご協力ください
　地域の特性を知り、子ども、高齢者、
障がいのある方など、すべての人が暮ら
しやすい地域社会づくりを検討するため
の調査です。調査票が届いた方は回答・
提出をお願いします。
（独）国立精神・神経医療研究センター
無作為抽出した20歳以上の市民1,000人
同センター☎042-346-1989、三鷹市地
域福祉課☎内線2610
政治家などの寄附は禁止されてい
ます！
　政治家（候補者、候補者になろうとす
る者および現に公職にある者）が、選挙
区内にある者に対して寄附をすること（政
党や親族に対するものなど例外を除く）
は、いかなる名義でも禁止されています。
◆贈らない　お年賀などを贈ることや新
年会などにご祝儀を出したり、お酒など
を差し入れることも禁止されています。

◆求めない　有権者が政治家に対し、
寄附を出すよう勧誘や要求することも禁
止されています。
◆あいさつ状の禁止　政治家が選挙区
内にある者に対し、答礼のための自筆に
よるものを除き、寒中見舞状などの時候
のあいさつ状を出すことは禁止されてい
ます。
選挙管理委員会事務局☎内線3034
公害防止設備改善資金利子補給金
の申請受付
　公害防止のための設備改善資金を金
融機関から借り入れた中小企業に対し、
借り入れ資金の利子の一部を補給します。
◆対象事業　①ばい煙、騒音、振動、臭
気、廃液、光害、ヒートアイランド現象
などの公害を防止するために必要な施
設、機械、器具、装置または工作物の
購入、設置、改善または修理、②所有
するディーゼルトラックやバスの廃車に
伴う同等程度の低公害車または九都県
市指定低公害車への買い換え、③所有
するディーゼルトラックやバスへの粒子
状物質減少装置の装着。
◆対象事業所　①市内中小企業で、原
則として市内の同一場所で同一事業を引
き続き1年以上行っている事業所、②事
業税と市民税を滞納していない事業所。
◆利子補給の内容　平成22年1月～12
月分で「対象事業」に係る融資金額の合
計が2,000万円以内のものに対する利子
の3分の2（年利2％以内）
※償還開始の日から起算して7年以内に
かかる利子に限ります。
1月11日㈫～2月28日㈪に交付申請書と

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

１.行事・事業名（希望日・コー
ス・回）

２.郵便番号・住所
３.氏名（ふりがな）
４.年齢（学年）
５.連絡先（電話番号・ ファク
ス番号、メールアドレス）

６.そのほか必要事項（保育希
望の有無など）

申し込み記入例
記号の意味記号の意味

主催者
対象・定員
日時・期間
場所・会場
費用

   （記載のないものは無料）
持ち物
申込方法
問い合わせ
保育あり

12日㈬午前10時～正午
◇わくわくランド
0歳～就学前のお子さん
14日㈮午前10時～正午
◆おもちゃの病院
12日㈬午後2時～4時
特殊部品の交換の場合は実費
◆中高生バンドの日
　バンドを組んでいなくても、楽器を持
っていなくてもOK！
講師が初歩から教え
ます。楽器はギター、
ベース、ドラム。
中高生または同

世代の方
15・29日の土曜日
午後2時～5時
いずれも当日
会場へ
同館☎44-2150
むらさき子どもひろばのイベント
（1月）
◆乳幼児対象の定例行事
0歳～就学前のお子さん（①はヒノキア

レルギーの方を除く）
①積み木パラダイス＝月曜日午前9時

～正午、②げんきっ子ランド＝火～金曜
日午前9時～10時50分、③みんなであそ
ぼ！＝火～金曜日午前11時～11時30分
（11日㈫・19日㈬～21日㈮・26日㈬を除く）
いずれも当日会場へ
◆乳幼児対象のスペシャルイベント
0歳～就学前のお子さん、①1歳6カ月

～就学前のお子さん15組、②0～1歳6カ
月のお子さん15組
①お正月遊び＝8日㈯午前10時～11時

30分、②mamaカフェ＝11日㈫午前10時
30分～11時30分、③ドレミであそぼ＝19
日㈬午前10時30分～10時50分（0～1歳6
カ月）、午前11時～11時30分（1歳6カ月～
就学前）、④手形スタンプ＝20日㈭・21
日㈮午前11時～11時30分、⑤変身！スペ
シャルバースデー＝24日㈪・25日㈫午前
11時20分～11時30分（当日10時30分まで
に受付へ）、⑥にこにこキッズ＝26日㈬午
前10時45分～11時30分（当日10時30分ま
でに受付へ）
⑥のみ牟礼コミュニティセンター
②低月齢のお子さんはタオル、④タオル
当日会場へ（①②は事前に同ひろばへ）
◆小学生対象のスペシャルイベント
①お正月遊び＝8日㈯午後2時～3時、

②あそぼ─えほん、わらべうたとともに＝
20日㈭午後3時15分～4時、③一輪車教
室＝27日㈭午後3時30分～4時30分（雨
天中止）

③のみ四小校庭
③持っている人は一輪車

いずれも当日会場へ
同ひろば☎49-5500
ファミリーサポートセンター援助会
員養成講座
地域の子育てを応援したい市民
2月1日～15日の毎週火曜日午後1時30

分～4時30分
すくすくひろば
必要事項（上記参照）を郵送・電話・

ファクスで「〒181-0013下連雀4-19-6す
くすくひろば2階ファミリーサポートセンタ
ー」・☎76-6817・ 45-7702へ

ノロウイルスによる食中毒が流
行しています
　この冬、ノロウイルスなどを原因とす
る食中毒(感染性胃腸炎)が流行していま
す。都内でも、昨年12月中旬に患者数
が流行警報基準を超えるなど、被害が
拡大しています。
　感染予防のポイントは、小まめな手洗
いと食品の十分な加熱(85度で1分以上)
です。手洗いは、インフルエンザなどほ
かの感染症の予防にも効果が期待でき
ますので、日常生活に取り入れ冬を元気
に過ごしましょう。
健康推進課☎46-3254

三鷹駅開業80周年記念　
三鷹駅秘蔵写真展
三鷹駅周辺住民協議会
1月5日㈬～23日㈰午前10時～午後10

時（月曜日を除く。日曜日は5時まで）
三鷹駅前コミュニティセンター
期間中会場へ
同センター☎71-0025

「みたかソーシャル＆コミュニティ
ビジネスプラン・コンペティション
2010」最終審査発表会
　みたか社会的企業人財創出コンソー
シアム主催の「みたか身の丈起業塾プロ
ジェクト」では、社会的企業の起業を目
指す個人を対象に、ソーシャルビジネス
（SB）・コミュニティビジネス（CB）プラン
のコンペティションを行います。
　全国から集まった100を越えるビジネス
プランの中から、中間審査を通過した16
件の優秀なプランが公開プレゼンテーシ
ョンを行い、支援対象プランを決定しま
す。起業支援金は最大300万円です。
1月12日㈬午前10時～午後5時30分
三鷹産業プラザ
当日会場へ
同プロジェクト事務局（㈱まちづくり三
鷹）☎40-9669・ minotake@mitaka.ne.
jp・ http://www.mitaka.ne.jp/mino
take/

添付書類を環境対策課（第二庁舎2階）へ
同課☎内線2525

固定資産税・都市計画税の減免
　①相続税のため物納された固定資産、
②震災、風水害、火災などにより被害を
受けた固定資産、③国や市などが無償
で借り受けまたは譲渡を受けた固定資産
などは、固定資産税・都市計画税の減
免を受けることができます（事由が生じた
後に納期限が到来するものが対象）。
納期限7日前までに所定の書面を資産

税課（市役所2階28番窓口）へ
同課☎内線2363
償却資産の申告は1月20日㈭までに
　市内に事業用資産（会社、工場、商店
などで使用する構築物・機械・備品な
ど）をお持ちの方は、償却資産の申告が
必要です。なお、賃貸ビルなどを借りて
事業をしている方（テナント）がご自分の費
用で施行した内装・造作および建築設
備などは、テナントの方から償却資産と
して申告してください。
1月中（なるべく1月20日㈭まで）に資産
税課（市役所2階28番窓口）へ
同課☎内線2363

※申告用紙が届かない場合はご連絡く
ださい。

東児童館のイベント（1月）
◆定例行事
①パソコンの日＝5・19日の水曜日午

後3時30分～4時30分、②トランポリンの日
＝7・21日の金曜日午後3時30分～4時30
分、③手作りの日「フェルトの小物入れ」
＝12日㈬午後2時30分～4時30分、④水
曜文庫お話会＝12日㈬午後3時30分～
4時、⑤囲碁の日＝19日㈬午後3時30分
～4時45分、⑥作ってあそぼう「パズル」
＝21日㈮午後2時30分～4時30分、⑦将
棋の日＝25日㈫午後3時30分～4時30分、
⑧おりがみの日＝26日㈬午後2時30分～
4時30分
◆乳幼児おやこひろば（１月前半）
◇お父さんもいっしょわくわくランド「お
餅つき」
0歳～就学前のお子さん
8日㈯午前10時～11時30分

◇ひよこランド
0～1歳のお子さん


